
JP 6335235 B2 2018.5.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を放つ光源ユニットが長手方向に延びる平面に取り付けられた金属製の光源取付部と
、
　前記長手方向に延びる器具本体であり、
前記長手方向に延びる一方の斜面を持つ第１の斜面板と、
前記長手方向に延びる他方の斜面を持つ第２の斜面板と、
前記第１の斜面板と前記第２の斜面板との前記長手方向に沿う一方の端部どうしを、前記
長手方向に沿って延びる一方の側部と他方の側部とで接続する平板形状の平板部と
を有し、
　前記平板部により前記一方の端部どうしが接続された状態で前記第１の斜面板と前記第
２の斜面板との前記長手方向に沿う他方の端部どうしが互いに離れる方向に前記第１の斜
面板と前記第２の斜面板とが傾斜する形状の逆富士形の形状をなし、前記光源取付部が取
り付けられる金属製の器具本体と、
　前記光源ユニットが取り付けられた前記平面の裏面となる他方の面側に配置された状態
で前記器具本体に取り付けられ、前記光源ユニットを点灯させる前記長手方向に延びる形
状に形成された電源装置と、
　透光性の透光カバーと
を備え、
　前記第１の斜面板及び前記第２の斜面板との両方の斜面板と、前記平板部とのいずれか



(2) JP 6335235 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

は、前記長手方向に向かう開口が形成されており、
　前記透光カバーは、
　形成されている前記開口を塞ぐように配置され、前記光源取付部に取り付けられた前記
光源ユニットを覆うとともに、
　前記開口は、
　前記透光カバーの一部と、前記光源ユニットとの間に位置し、
　前記透光カバーの前記一部は、
　前記開口から前記光源ユニットに向かう方向の前記開口の法線の方向へ見て、前記第１
の斜面板の少なくとも一部と前記第２の斜面板の少なくとも一部とを露出させている照明
器具。
【請求項２】
　光を放つ光源ユニットが長手方向に延びる平面に取り付けられた金属製の光源取付部と
、
　前記長手方向に延びる器具本体であり、
前記長手方向に延びる一方の斜面を持つ第１の斜面板と、
前記長手方向に延びる他方の斜面を持つ第２の斜面板と、
を有し、
前記第１の斜面板と前記第２の斜面板との前記長手方向に沿う一方の端部どうしは間隔を
保ち、前記第１の斜面板と前記第２の斜面板との前記長手方向に沿う他方の端部どうしが
互いに離れる方向に前記第１の斜面板と前記第２の斜面板とが傾斜する形状の逆富士形の
形状をなし、
かつ、
前記第１の斜面板と前記第２の斜面板との前記一方の端部どうしの間に前記長手方向に向
かう開口が形成され、
前記光源取付部が取り付けられる金属製の器具本体と、
　前記光源ユニットが取り付けられた前記平面の裏面となる他方の面側に取り付けられ、
前記光源ユニットを点灯させる前記長手方向に延びる形状に形成された電源装置と、
　前記開口を塞ぐように配置され、前記光源取付部に取り付けられた前記光源ユニットを
覆う透光性の透光カバーと、
を備え、
　前記開口は、
　前記透光カバーの一部と、前記光源ユニットとの間に位置し、
　前記透光カバーの前記一部は、
　前記開口から前記光源ユニットに向かう方向の前記開口の法線の方向へ見て、前記第１
の斜面板の少なくとも一部と前記第２の斜面板の少なくとも一部とを露出させている照明
器具。
【請求項３】
　前記透光カバーは、
　幅方向において互いに対向する部分を有することを特徴とする請求項１または請求項２
に記載の照明器具。
【請求項４】
　前記器具本体は、
　前記第１の斜面板と前記第２の斜面板との間に前記光源取付部が配置されることを特徴
とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、照明器具に関する。例えば、照明器具の電源装置に発生する熱の放熱に関
する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来技術では、特許文献１のように既設のシャーシを転用して、新規の蛍光灯用反射板
を取り付けできる照明器具がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１９５９０３号公報
【特許文献２】特開２００８－７７９４８号公報
【特許文献３】国際公開第２０１０／０９５７１０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この発明は、電源装置からの熱を効率的に放熱する照明器具の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明の照明器具は、
　光を放つ光源ユニットが長手方向に延びる平面に取り付けられた金属製の光源取付部と
、
　前記長手方向に延びる器具本体であり、
前記長手方向に延びる一方の斜面を持つ第１の斜面板と、
前記長手方向に延びる他方の斜面を持つ第２の斜面板と、
前記第１の斜面板と前記第２の斜面板との前記長手方向に沿う一方の端部どうしを、前記
長手方向に沿って延びる一方の側部と他方の側部とで接続する平板形状の平板部と
を有し、
　前記平板部により前記一方の端部どうしが接続された状態で前記第１の斜面板と前記第
２の斜面板との前記長手方向に沿う他方の端部どうしが互いに離れる方向に前記第１の斜
面板と前記第２の斜面板とが傾斜する形状の逆富士形の形状をなし、前記光源取付部が取
り付けられる金属製の器具本体と、
　前記光源ユニットが取り付けられた前記平面の裏面となる他方の面側に配置された状態
で前記器具本体に取り付けられ、前記光源ユニットを点灯させる前記長手方向に延びる形
状に形成された電源装置と、
　透光性の透光カバーと
を備え、
　前記第１の斜面板及び前記第２の斜面板との両方の斜面板と、前記平板部とのいずれか
は、前記長手方向に向かう開口が形成されており、
　前記透光カバーは、
　形成されている前記開口を塞ぐように配置され、前記光源取付部に取り付けられた前記
光源ユニットを覆うことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　この発明により、電源からの熱を放熱し、器具の寿命を延ばすことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施の形態１における照明器具１００の、反射板２の端板２１を外した側面図。
【図２】実施の形態１における照明器具１００のＡ－Ａ断面図。
【図３】実施の形態１における照明器具１００の斜視図。
【図４】実施の形態１における照明器具１００の別の斜視図。
【図５】実施の形態１における透光カバー８のバリエーションを示す図。
【図６】図２の断面を簡略化した図。
【図７】実施の形態２における照明器具１００の断面図。
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【図８】実施の形態２における照明器具１００の斜視図。
【図９】実施の形態２における透光カバーのバリエーションを示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　実施の形態１．
　図１～図６を参照して、実施の形態１の照明器具１００を説明する。
　図１は、照明器具１００の、反射板２の端板２１（図４）を外した側面図である。
　図２は、図４のＡ－Ａ断面図である。
　図３、図４は、照明器具１００の斜視図である。
　図３は、天井を見上げる方向の斜視図である。
　図４は、天井側から見下ろす斜視図である。
　図５は、透光カバー８のバリエーションを示す図である。
　図６は、図２の断面を簡略化した図である。
【０００９】
（照明器具の構成）
　図３、図４等に示すように、照明器具１００は、反射板２（器具本体）と、反射板２に
収納される光源取付金具３（光源取付部）と、光源取付金具３に取り付けられる電源取付
金具４（電源取付部）とを備えている。光源取付金具３と電源取付金具４とは、反射板２
に収納される。既設シャーシ１は、蛍光灯用の照明器具の転用品である。照明器具１００
は、蛍光灯用の照明器具をＬＥＤ用に転用した器具である。図３において透光カバー８を
取り外すと、ＬＥＤユニット３５０ａ，３５０ｂ・・・３５０ｎ（光源ユニットという場
合もある）が配置されている。なお、ＬＥＤを発光体として用いるのは一例であり、ＯＬ
ＥＤや他の発光体を用いてユニット化してもよい。
【００１０】
（照明器具１００の組付関係）
　既設シャーシ１は既に天井に配置されている。電源取付金具４は、図１、図２に示すよ
うに、光源取付金具３にネジ６ａ，６ｂで取り付けられる。光源取付金具３は、図３、図
４に示すように、反射板２に、ねじ１０ａ，１０ｂで取り付けられる。そして、反射板２
は、図３、図４に示すように金具５ａ，５ｂで既設シャーシ１に取り付けられる。金具５
ａ，５ｂがねじ７で締め付けられることによって、反射板２が既設シャーシ１に取り付く
。なお、本実施の形態では、既設シャーシ１を転用品と想定しているが、新規のものであ
っても構わない。
【００１１】
（反射板２）
　反射板２は金属製である。反射板２は、図３、図４に示すように、長手方向に延びて内
部に空間を有する蛍光灯用の逆富士形と同形状の反射板であり、発光面には開口２０４が
ある。反射板２は、図２、図６に示すように、反射面として機能する一方の斜面２０１と
、反射面として機能する他方の斜面２０２とを有する。
【００１２】
（光源取付金具３）
　図６も参照して説明する。光源取付金具３は金属製である。光源取付金具３は、反射板
２の内部の空間に配置され、反射板２の長手方向に延びる長尺形状である。光源取付金具
３は、反射板２の長手方向にわたって反射板２の一方の斜面２０１の裏側の面に対向する
第１の斜面３０１と、反射板２の長手方向にわたって他方の斜面２０２の裏側の面に対向
する第２の斜面３０２とが、それぞれ一方の斜面２０１の裏側の面と他方の斜面２０２の
裏側の面とに熱的に接続（範囲５１、５２）している。「熱的に接続する」とは、この場
合、光源取付金具３と反射板２とが面接触することで、熱が伝導することを意味する。光
源取付金具３は、反射板２の外部に向けて光を放つ光源ユニット３５０が取り付けられる
。
【００１３】
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（電源取付金具４）
　電源取付金具４は金属製である。電源取付金具４は、光源取付金具３に取り付けられて
光源取付金具３と熱的に接続する。ここで「熱的に接続する」とは、上記のとおりである
。電源取付金具４は、反射板２の長手方向に延びる長尺形状であり、光源ユニット３５０
を点灯させる新規電源装置１１（電源装置）が取り付けられている。なお、図３に示すよ
うに、既設シャーシ１には既設電源９が取り付けられている。既設電源９は既設シャーシ
１や反射板２を蛍光灯用に使用した際の電源装置であり、新規電源装置１１は、既設シャ
ーシ１や反射板２をＬＥＤ又はＯＬＥＤ用に転用する際の電源装置である。
【００１４】
（空気層）
　図６、図４に示すように、光源取付金具３は、平板を折り曲げた折曲形状である。光源
取付金具３は、第１の斜面３０１に対応する第１の側板３１０と、第２の斜面３０２に対
応する第２の側板３２０と、第１の側板３１０と第２の側板３２０とに対して底面に相当
する底板３３０とを含む折曲形状である。電源取付金具４は、底板３３０の上面との間に
空間４０１を保って底板３３０の上面を覆いながら反射板２の長手方向に延びることで空
間４０１を形成している。すなわち、光源取付金具３と電源取付金具４との間には空間４
０１による空気層が存在するので、光源取付金具３が電源取付金具４からもらう「もらい
熱」が減少する効果がある。
【００１５】
（放熱ルート）
　光源取付金具３に取り付けられた新規電源装置１１に発生する熱の放熱ルートは以下の
様である。新規電源装置１１で発生した熱は、新規電源装置１１→電源取付金具４→光源
取付金具３→反射板２の順に伝導する。この際、光源取付金具３は、反射板２の反射面と
面接触している。すなわち、上述のように、光源取付金具３は、第１の斜面３０１と、第
２の斜面３０２とが、一方の斜面２０１の裏側の面と他方の斜面２０２の裏側の面とに熱
的に接続している。この場合、図６のように、反射板２の一方の斜面２０１及び他方の斜
面２０２は、天井面に対して傾斜（θは９０度よりも大きい）しているため、この付近は
空気が流れやすくなっている。このため、一方の斜面２０１及び他方の斜面２０２付近の
放熱効果はよい。
【００１６】
（光源ユニットの配置）
　また、図３に示すように、反射板２には、逆富士形の頂上に相当する部分２０３に長手
方向に向かう開口２０４（図３で透光カバー８が反射板２から露出している部分）が形成
されている。また、光源取付金具３には、複数の光源ユニット３５０ａ～３５０ｎが、開
口２０４の側に反射板２の長手方向に並んで取り付けられる。図３のように照明器具１０
０は、複数のＬＥＤユニットを覆う透光性の透光カバー８を備えている。
【００１７】
（透光カバー８のバリエーション）
　図５は、透光カバー８の形状を示すための照明器具１００の側面図（図２のＸ矢視）で
ある。
　図５の（ａ）は、平板形状の透光カバー８である。この形状は、照明器具１００の直下
を明るくする。
　図５の（ｂ）は、断面形状が三角形の透光カバー８である。この形状は、照明器具１０
０の側面を明るくする。また、（ａ）と比較し、配光に広がりをもたせる。
　図５の（ｃ）は、断面形状が台形の透光カバー８である。この形状は、照明器具１００
の直下と側面とを明るくする。また、（ａ）と比較し、配光に広がりをもたせる。
　図５の（ｄ）は、断面形状が円弧の透光カバー８である。この形状は、ＬＥＤの光をや
わらかくする。
　図５の（ｅ）は、断面形状が矩形の透光カバー８である。この形状は、ＬＥＤの光を天
井側へいきやすくする。
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　図５の（ｆ）は、断面形状が円から一部円弧を切り欠いた形状の透光カバー８である。
この形状は、反射板２を光らせるようにする。
　このように、透光カバーの選択により、照明器具直下、天井面、器具意匠面を明るくす
る。
【００１８】
　以上のように、既設の照明器具の既設シャーシ１を利用して、ＬＥＤ又はＯＬＥＤを光
源とした灯具を取り付けることができる。
【００１９】
　灯具の形状は、直管蛍光灯器具の逆富士１灯用又は、逆富士２灯用のソケットがある面
にＬＥＤ又はＯＬＥＤの光源を配置する。
【００２０】
　実施の形態２．
　図７～図９を参照して実施の形態２を説明する。実施の形態２は、ＬＥＤユニットを反
射板２の斜面２０１側、斜面２０２側の両方の側に配置する構成である。これは、２灯の
直管蛍光灯の場合に相当する。
　図７は、図８のＢ－Ｂ断面図である。
　図８は、実施の形態２の照明器具１００の斜視図である。
　図９は、透光カバー８の形状のバリエーションを示す図である。
【００２１】
　図７、図８に示すように、反射板２は、一方の斜面２０１に長手方向に向かう第１の開
口２０６が形成されると共に、他方の斜面２０２に長手方向に向かう第２の開口２０７が
形成されている。光源取付金具３には、複数のＬＥＤユニット（図８のＬＥＤユニット３
５０ａ～３５０ｎ）が、第１の開口２０６の側に反射板の長手方向に並んで第１の斜面３
０１に取り付けられると共に、複数のＬＥＤユニットが、第２の開口２０７の側に反射板
２の長手方向に並んで第２の斜面３０２に取り付けられている。照明器具１００は、第１
の開口２０６側の複数のＬＥＤユニットと、第２の開口側の複数のＬＥＤユニットとを覆
う透光性のカバーを備えている。
【００２２】
（透光カバー８のバリエーション）
　図９は、透光カバー８の形状を示すための照明器具１００の側面図である。
　図９の（ａ）は、開口２０６と、開口２０７との両側に、平板形状の透光カバー８を配
置した場合を示している。
　図９の（ｂ１）～（ｂ３）は、開口２０６と、開口２０７との両側に透光カバー８を配
置している。（ｂ１）は断面が三角形であり、（ｂ２）は三角形の頂点をカットした形状
であり、（ｂ２）は三角形の頂点にＲをつけた形状である。
　図９の（ｃ１）～（ｃ３）も、開口２０６と、開口２０７との両側に透光カバー８を配
置している。（ｃ１）～（ｃ３）は、円弧を基調とした断面形状である。
　図９の（ｄ１）～（ｄ３）は、開口２０６と、開口２０７とを覆う単一の透光カバー８
を使用する構成である。（ｄ１）～（ｄ３）は、（ｂ１）～（ｂ３）と同様に、角を徐々
にＲに近づけている。
【００２３】
　以上の実施の形態で説明した照明器具１００により、以下の効果が得られる。
（１）器具取替えのコストを下げることができる。又、作業者の負荷を下げることができ
る。
（２）既設の部材を用いるため、省資源化を図ることができる。
（３）電源からの熱を放熱するため、器具の寿命を延ばすことができる。
（４）ＬＥＤやＯＬＥＤを照明器具に用いた際、発光面の角度により天井面に光が当たら
ないため、空間の印象が暗くなる傾向があるが、カバー形状を変更することにより、天井
面や器具自体に光を当てることや、光源との距離を調節することにより、グレア感を抑え
ることができる。
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【００２４】
　以上の実施の形態では、
　長手方向に延び、かつ、内部に空間を有する蛍光灯用の逆富士形の反射板であって、反
射面として機能する一方の斜面と、反射面として機能する他方の斜面とを有する逆富士形
の反射板の形状をなす金属製の器具本体と、
　前記器具本体の前記内部の空間に配置され、前記長手方向に延びる長尺形状であり、前
記長手方向にわたって前記器具本体の前記一方の斜面の裏側の面に対向する第１の斜面と
、前記長手方向にわたって前記他方の斜面の裏側の面に対向する第２の斜面とが、それぞ
れ前記一方の斜面の裏側の面と前記他方の斜面の裏側の面とに熱的に接続し、前記器具本
体の外部に向けて光を放つ光源ユニットが取り付けられた金属製の光源取付部と、
　前記光源取付部に取り付けられて前記光源取付部と熱的に接続し、前記長手方向に延び
る長尺形状であり、前記光源を点灯させる電源装置が取り付けられた電源取付部と
を備えたことを特徴とする照明器具を説明した。
【００２５】
　以上の実施の形態では、
　前記光源取付部は、
　平板を折り曲げた折曲形状であって、前記第１の斜面に対応する第１の側板と、前記第
２の斜面に対応する第２の側板と、前記第１の側板と前記第２の側板とに対して底面に相
当する底板とを含む折曲形状であり、
　前記電源取付部は、
　前記底面との間に空間を保って前記底面を覆いながら前記長手方向に延びることを特徴
とする照明器具を説明した。
【００２６】
　以上の実施の形態では、
　前記器具本体は、
　前記逆富士形の頂上に相当する部分に前記長手方向に向かう開口が形成され、
　前記光源取付部は、
　複数の前記光源ユニットが、前記開口の側に前記長手方向に並んで取り付けられ、
　前記照明器具は、さらに、
　前記複数の光源ユニットを覆う透光性のカバーを備えたことを特徴とする照明器具を説
明した。
【００２７】
　以上の実施の形態では、
　前記器具本体は、
　前記一方の斜面に前記長手方向に向かう第１の開口が形成されると共に、前記他方の斜
面に前記長手方向に向かう第２の開口が形成され、
　前記光源取付部は、
　複数の前記光源ユニットが、前記第１の開口の側に前記長手方向に並んで前記第１の斜
面に取り付けられると共に、複数の前記光源ユニットが、前記第２の開口の側に前記長手
方向に並んで前記第２の斜面に取り付けられ、
　前記照明器具は、さらに、
　前記第１の開口側の前記複数の光源ユニットと、前記第２の開口側の前記複数の光源ユ
ニットとを覆う透光性のカバーを備えたことを特徴とする照明器具を説明した。
【００２８】
　以上の実施の形態では、
　前記透光性のカバーは、
　前記第１の開口側の前記複数の光源ユニットを覆う第１のカバーと、前記第２の開口側
の前記複数の光源ユニットを覆う第２のカバーとの、２つの透光性カバーからなることを
特徴とする照明器具を説明した。
【００２９】
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　以上の実施の形態では、
　前記透光性のカバーは、
　前記第１の開口側の前記複数の光源ユニットと、前記第２の開口側の前記複数の光源ユ
ニットとを覆う単一の透光性カバーであることを特徴とする照明器具を説明した。
【００３０】
　以上の実施の形態では、
　長手方向に延びる長尺形状であり、一方の面に光を放つ光源ユニットが取り付けられた
板部を有する光源取付部と、
　前記光源ユニットが取り付けられた前記一方の面の裏面となる前記板部の他方の面に取
り付けられ、前記光源ユニットを点灯させる電源装置とを備えた照明器具を説明した。
【００３１】
　以上の実施の形態では、
　前記照明器具は、
　前記長手方向に延びる長手形状であり、前記電源装置が取り付けられる電源取付部を備
え、
　前記電源装置は、
　前記電源取付部を介して前記光源取付部に取り付けられる照明器具を説明した。
【００３２】
　以上の実施の形態では、
　前記照明器具は、さらに、
　前記光源取付部の前記長手方向に延び、かつ、内部に空間を有する器具本体と、
　前記器具本体が取り付けられるシャーシと
を備え、
　前記器具本体は、
　前記空間に、前記光源ユニットと前記電源装置とが取り付けられた前記光源取付部が配
置されて、前記シャーシに取り付けられる照明器具を説明した。
【００３３】
　以上の実施の形態では、
　前記シャーシは、
　天井に配置される照明器具を説明した。
【符号の説明】
【００３４】
　１　既設シャーシ、２　反射板、３　光源取付金具、４　電源取付金具、５　シャーシ
と反射板を止める金具、６　光源取付金具３と電源取付金具４とを止めるねじ、７　既設
シャーシ１と新規反射板２を止めるねじ、８　透光カバー、１０　反射板２と光源取付金
具３を止めるねじ、１１　新規電源装置、１００　照明器具、２０１，２０２，３０２，
３０２　斜面、２０３　頂上に相当する部分、２０４，２０６，２０７　開口、３１０，
３２０　側板、３３０　底板、３５０　ＬＥＤユニット、４０１　空間。
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